


中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」
（平成28年３月27日 公表）

○用地取得や施設整備に全力を尽くすことにより、

「復興・創生期間」の最終年であり、復興五輪と位置づけられる2020年
東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成32年度までに、500万
～1250万ｍ³程度の除染土壌等を搬入できる見通し。これにより、

①少なくとも、身近な場所にある除染土壌等
（注１）

に相当する量の
中間貯蔵施設への搬入を目指す。
（注１）住宅、学校などにおける現場保管量 約180万m³（平成27年12月31日時点の実績値）

②さらに、用地取得等を最大限進め、幹線道路沿いにある除染
土壌等

（注２）
に相当する量の中間貯蔵施設への搬入を目指す。

（注２）高速道路沿道から500m／国道・県道沿道から100m以内の仮置場の保管量 約300万～500万m³
（推計値）

※ 実際に、どの仮置場等から順番に搬出するかは各市町村の判断による。
※ 本見通しは、中間貯蔵事業の進捗状況を踏まえ、必要に応じて随時見直しを行う。



中間貯蔵施設への輸送の状況について

平成29年度の輸送実績（平成29年7月18日終了時点）

●搬入量 計135,868㎥
（累計：364,984㎥）
※輸送した大型土のう袋等１袋の体積を１㎥として換算した数値

●総輸送車両数 計22,661台
（累計：60,699台）

保管場への定置作業

●平成28年度末までに約23万㎥を中間貯蔵施設へ輸送済み｡
●平成29年度は50万ｍ³程度を輸送する予定。
●引き続き、輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、
環境モニタリング等を行い、安全かつ確実な輸送を実施。


